
 

 

第２ 平成２５年度予算の概要 

 

 「復興・防災対策」、「成長による富の創出」及び「暮らしの安心・地域

活性化」の３分野に重点化するとともに、各事業・施策分野においては、

その目的・成果に踏み込んできめ細かく重点化し、限られた予算で 大限

の効果の発現を図る。 

 

Ⅰ．復興・防災対策 

（１）東日本大震災からの復興加速  

 

東日本大震災の被災地の復興の加速を 優先に、全力で取り組む。その

際、単なる「 低限の生活再建」にとどまることなく、創造と可能性の地

として「新しい東北」をつくりあげる。 
 

 

○復興に向けたまちづくり 

 

被災市街地の復興に向けたまちづくりについて、津波による浸水面積・割合、
都市機能の被災度合い等の被災状況や都市構造の特性、地元の意向等に応じた
様々な復興の在り方に対応できるよう、住民の集団移転、安全性確保のための市
街地基盤の再整備、復興拠点の整備、液状化対策などを支援する。 

 

 

○被災地における耐震化・津波対策等の推進 

 

・被災した堤防等の災害復旧（海岸堤防等の粘り強い構造での整備を含む。）を進
めるとともに、堤防・水門等の液状化対策・耐震化、堤防の嵩上げ、水門等の
自動化・遠隔操作化等を行う。 

・強い地震動により新たな斜面の崩壊のおそれが生じている地域において土砂災
害対策を行う。 

・被災した下水道施設の災害復旧を進めるとともに、下水道施設の耐震化・津波
対策、地盤沈下地区における雨水排水施設の整備を行う。 

・法面・盛土等の防災対策や橋梁の耐震補強等をはじめとする道路の防災・震災
対策を実施する。 

・湾口防波堤や防潮堤の粘り強い構造への補強やこれらの組み合わせによる多重
的な防護を行うなど、港湾施設や海岸保全施設の災害復旧を迅速に進めるとと
もに、被災地において経済復興の礎となる港湾施設や海岸保全施設の整備を行
う。 



 

 

○被災者の居住の安定確保 

 

東日本大震災によって住宅を失った被災者の居住の安定を確保するため、地方
公共団体が行う災害公営住宅等の建設、用地取得造成、家賃低廉化等を支援する。 

 

 

○被災した公共交通の復興の支援 

 

被災者の暮らしを支える基盤となる公共交通について、被災状況・復興状況や
地形等の地域の特性に応じ、バス交通等の確保維持、鉄道の復旧を支援する。 

 

 

○復興道路・復興支援道路の整備 

[1,244 億円（1.14）］ 

  
被災地の早期の復興を図るため、三陸沿岸道路等の太平洋沿岸軸、沿岸部と東

北道を結ぶ横断軸の強化について、民間の技術力を活用した事業推進体制（事業
促進ＰＰＰ）により、重点的な整備を推進する。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

○被災した中小造船業の復興の促進 

[160 億円（皆増）］ 
 

地域の水産業に大きく貢献する地元造船産業の復興を促進するため、造船関連
事業者の集約等を支援する。 
 

 

○被災地の観光振興 

[6億円（1.90）］ 
 

・復興の基盤が整いつつある太平洋沿岸エリアへの旅行需要回復の取組を実施す
るとともに、東北観光博の仕組みを踏まえた地域の自立的な滞在交流型観光の
実施に向けた支援を行う。 

・福島県における早期の観光復興を 大限に促進するため、同県が実施する風評
被害対策及び震災復興に資する観光関連事業に対して支援を行う。 

 

 

○被災地におけるＰＰＰ／ＰＦＩの推進 

[2億円（1.00）］ 

 
被災地の復興に民間投資等を 大限活用するため、ＰＰＰ／ＰＦＩを活用した

復興事業を実施する被災地の地方公共団体等を支援する。 
 
 
 

 

 

  



 

 

（２）事前防災・減災のための国土強靱
じん

化の推進、災害への対応体制の強化等  

 

「国土強靱
じん

化」を国土のメンテナンスの視点からハード・ソフト両面に

わたり計画的に推進し、命と暮らしを守るインフラ総点検・再構築を実施

するとともに、地方におけるこれらの取組を重点的に支援する。 

 

１）国土強靱
じん

化の計画的推進 

 

○災害に強い国土に向けたグランドデザインの策定 

[1億円（皆増）］ 

 

   国民の生命と財産を守るための国土強靱
じん

化を計画的に進めるため、国土強靱
じん

化担

当大臣など関係大臣と協力しつつ、国土のメンテナンスの視点から、国土と地域の

将来ビジョンを踏まえた災害に強い国土に向けたグランドデザインの策定を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

２）命と暮らしを守るインフラ総点検・再構築 

 

 非構造部材、地盤も含め老朽化するインフラ（道路、鉄道、下水道、港

湾、水門、堤防等）を適切に維持管理できるよう、安全性の徹底調査・総

点検、老朽化対策を実施するとともに、戦略的維持管理システムを構築す

る。また、事前防災の考え方に基づき、地域総合防災力向上と地域再生を

同時に図ることとし、ハード・ソフト両面から防災・減災対策に取り組む。 

 

①総点検、老朽化対策 

 

○道路、河川管理施設等の総点検、老朽化対策等の推進 

[1,804 億円（1.10）］ 

○防 
・老朽化が進む道路を適確に維持管理・更新し、次世代に引き継ぐため、引き続
き、点検による健全度の把握と予防保全対策等を着実に実施するとともに、重
量制限違反者への指導を徹底し、長寿命化を戦略的に進める。   

・河川管理施設等の機能が適切に発揮できるよう点検等により着実に施設の状況
を把握し、経年劣化等により機能が低下した河川管理施設等の更新・補修等を
行う。 

・下水道施設の老朽化に伴う社会的影響を未然に防止するため、布設から５０年
以上経過した都市の下水道管渠の老朽化対策について支援を強化する。 

・地域鉄道におけるトンネル等規模の大きい老朽化施設の改良・補修や、青函ト
ンネルにおける劣化が著しい設備の更新を推進する。 

・港湾施設の老朽化による機能不全等に対する適切な対応のみならず、将来にわ
たり効率的・効果的な更新を計画的に進めるため、老朽化した港湾施設の点検
及び老朽化対策を行う。 

・航空機の安全運航に必要な基本施設や管制施設等について、老朽化に伴う更新・
改良を行う。 

 
※標記されている数字以外に、社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金の一部
が含まれている項目 
○社……社会資本整備総合交付金の一部が含まれる項目 
○防……防災・安全交付金の一部が含まれる項目 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

○社会資本の適確な維持管理・更新に向けた取組の推進 

[2,040 億円（1.03）］ 
                                      

・社会資本の適確な長寿命化・老朽化対策を推進するため、施設の実態を踏まえ
たより精度の高い維持管理・更新費用の推計方法や、社会構造の変化に対応し
た新たな維持管理・更新の実施方策に関する施設横断的な検討を行う。 

・国道（国管理）について、道路構造物の老朽化対策やコスト縮減のための技術
開発等を推進するとともに、サービス目標を設定し、引き続き地域から意見等
の把握やコスト縮減の工夫・取組に努め、効率的な維持管理を行う。 

・河川維持管理データベースの構築、主要な河川管理施設ごとの長寿命化計画作
成等を推進し、ライフサイクルコスト縮減に努めつつ既存施設の機能が持続的
に発揮できるよう戦略的に維持管理を行う。 

・老朽化が進む長大な下水道管渠を適切に管理するため、スクリーニング調査を
核とした管渠マネジメントシステム技術をモデル処理区において構築・実証し、
管渠のライフサイクルコストの低減と投資の 適化を図る。 

・港湾施設の長寿命化等に資する計画や港湾単位の維持管理・更新計画の策定及
び活用により、港湾施設の効率的・効果的な維持管理・更新を図る。 

・社会資本の整備・維持・更新や地域防災の担い手として重要な役割を果たして
いる地域建設企業の経営戦略の実現に向けて、専門家による相談体制を拡充す
るとともに、地域の課題解決に資する建設企業の新事業展開を支援する。 

 

②事前防災・減災対策 

＜東日本大震災の教訓を踏まえた地震・津波対策＞ 

 

○公共施設の耐震化・津波対策等の推進 

[884 億円（1.13）］ 

○社○防  
今後発生すると想定されている首都直下地震、南海トラフ巨大地震等における

地震被害及び津波被害の発生を防止するため、全国レベルでの公共施設の耐震
化・津波対策等を強力に推進する。 
・沿岸域、河川の津波遡上区間等における、堤防・水門等の液状化対策・耐震化、
堤防の嵩上げ、水門等の自動化・遠隔操作化等を実施する。 

・背後に山間地を抱えるような地域において、避難地や避難路等の保全等、津波
からの避難に資する土砂災害対策を推進する。 

・下水道管渠の液状化対策、水処理施設の耐震補強、開口部の防水化、自家発電
施設の充実など、下水道施設の耐震化・津波対策を推進する。 

・法面・盛土等の防災対策や橋梁の耐震補強等をはじめとする道路の防災・震災
対策を推進する。 

・人命の安全の確保、防災機能の強化及び災害に強い地域づくりを図るための官
庁施設の総合的な耐震安全性の確保を図る。 

・津波被害からの行政機能の早期回復を図るとともに、一時的な避難場所の確保
により人命の救済に資するための官庁施設における総合的かつ効果的な津波対
策を推進する。 

・災害時における緊急物資輸送等のための耐震強化岸壁等の整備、粘り強い構造
の防波堤や津波防波堤の整備、海岸保全施設の耐震化による背後地域の防護等、
湾口防波堤と防潮堤等の効果的な組み合わせによる多重的な防護を行う。 

 



 

 

 

○都市の安全確保の推進 

[7億円（1.99）］ 

  
・大規模地震が発生した際に滞在者等の安全と都市機能の継続を図る事業の対象
地域として、既存の都市再生緊急整備地域に加えて主要駅の周辺地域を追加し、
官民連携による総合的な防災対策に対する支援を強化する。 

・大都市圏における災害発生時の広域的な避難が安全に行えるよう、避難経路や
避難場所となる施設の機能等について点検を実施し、必要な対応策について検
討を行う。 

・地下街等において大規模地震発生時の避難に混乱等が生じないよう、避難路の
安全点検や災害時の避難シミュレーションによる被害予測等を踏まえ、必要な
対応策について検討を行う。 

 

 

○三大湾における総合的な地震・津波対策の推進 

[5億円（皆増）］ 

  
我が国の経済を牽引する、コンテナターミナルやコンビナートをはじめとする

物流、産業、エネルギー等の諸機能が高密度に集積する三大湾において、大規模
地震が発生した際、当該地域における港湾機能を維持・継続するため、津波来襲
時の大型船の避泊水域を整備するとともに、重要な拠点に至る航路機能の確保に
係る制度の創設などの事前防災・減災対策を行うことにより、ハード・ソフト一
体となった総合的な地震・津波対策を推進する。 
 

 

○住宅・建築物の耐震化の緊急対策の実施 

[100 億円（皆増）］ 

○防  
災害時の住宅・建築物の安全を確保するため、特に多数の者が利用する大規模

建築物、災害時の機能確保が必要な避難路の沿道建築物等の耐震化に対する支援
を強化する仕組みを創設するとともに、住宅の耐震改修等に対する支援を推進す
る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
阪神・淡路大震災において建物の倒壊
により道路が閉塞された状況  

 



 

 

 

○鉄道施設の耐震化等の防災対策の推進 

[26 億円（2.64）］ 

  
首都直下地震、南海トラフ巨大地震などの大規模地震災害に備え、主要なター

ミナル駅や緊急輸送道路と交差又は並行する高架橋等の耐震対策等の防災対策を
推進する。 

 

 

○被災時の空港等における機能の確保 

[34 億円（1.99）］ 

  
航空輸送上重要な空港等について、地震被災時において、緊急物資等輸送拠点

としての機能確保、航空ネットワークの維持や背後圏経済活動の継続性確保、飛
行中の航空機の安全確保を図るため、管制機能確保に必要な管制施設等の耐震化
及び無停電電源装置の整備並びに 低限必要となる基本施設等の耐震化を実施す
る。 

 

 

○ＰＰＰ／ＰＦＩの推進 

[6億円（1.00）］ 

  
防災・減災に資する先導的なＰＰＰ／ＰＦＩの案件形成等に係る支援を行い、

ＰＰＰ／ＰＦＩによる民間の資金や知恵を活用したインフラ整備等を推進する。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

（ＰＰＰ／ＰＦＩのイメージ）
・都市公園における防災機能を備えた運動施設の整備・運営

都市公園における緊急避難施設を、民間事業者の知恵・資金等を活用
し、平常時はスポーツ施設として整備・運営



 

 

＜水害・土砂災害等対策＞ 

 

○激甚な水害・土砂災害が生じた地域等における災害対策 

[1,160 億円（1.02）］ 

 
激甚な水害・土砂災害や、床上浸水が頻発するなど繰り返しの水害の発生によ

り、人命被害や国民の生活に大きな支障が生じている地域において、被害の防止・
軽減を図るため、集中的に事業を実施する。 

 

 

○予防的な治水対策等の強化 

[2,629 億円（1.01）］ 

  
・災害を未然に防止するため、災害の起こりやすさや災害が発生した際に想定さ
れる被害の程度を考慮し、予防的な治水対策を計画的かつ着実に実施する。 

・特に、平成２４年の九州の豪雨災害を踏まえた堤防の緊急点検結果に基づく緊
急対策や、火山活動が活発で噴火時の影響が大きい地域等における緊急的な土
砂災害対策、国土保全上極めて重要である沖ノ鳥島の管理体制の強化等、ハー
ド・ソフトの総合的な緊急対策を実施する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

＜災害への対応力の強化＞ 

 

○代替性の確保のための道路ネットワークの整備 

[1,598 億円（1.01）］ 
 
災害に強い広域ネットワークを構築するため、今後想定される地震、津波発生

時や豪雨・豪雪時に現道が寸断することにより広域交通に影響を及ぼすおそれが
ある区間について、代替性の確保のための主要都市間等を連絡する高規格幹線道
路等の整備を推進する。 

 
 

○防災情報等の強化 

[98 億円（1.06）］ 

 
・警戒避難支援マニュアルの作成等を行い、それらを活用して地方公共団体の防
災能力を向上させるための技術的支援等を行うことにより、防災ソフト施策の
高度化・充実を図る。 

・災害発生時における船舶避難等の津波対策や各自治体におけるハザードマップ
等の作成に活用するため、海底地形データの取得や津波防災情報図の作成を行
う。 

・防災情報の高度化及び地球環境の監視に欠かせない次期静止地球環境観測衛星
を平成２６・２８年度に打ち上げるための整備を着実に推進する。 

・安定的な防災気象情報の提供のため、観測・予報データ等の気象情報を迅速・
円滑に伝送・処理するための基盤となる情報通信システム（東日本アデス）の
更新・強化等を行う。 

・アジア太平洋地域の気象機関の能力の向上を通じた当該地域の気象観測データ
の充実等による我が国の集中豪雨対策等の強化を図るため、当該地域の気象機
関に対する我が国の気象・気候の観測・予測技術、情報提供技術のパッケージ
での移転等を行う。 

・地震・火山に関する防災情報の強化を図るため、長周期地震動情報の提供に向
けた検討を行い、大都市圏の長周期地震動観測体制を強化するとともに、火山
観測における噴煙観測システムの導入、老朽化した火山観測機器の更新を実施
する。 

 

 

○地籍調査による土地境界の明確化の推進 

[104 億円※（0.89）］ 

※H24 補正前倒しを加え 116 億円（1.00） 

 

被災した場合における復旧・復興事業の迅速な実施を確保するとともに、まち
づくりや土地取引等の円滑化を図るため、地籍調査を着実に実施し、土地境界の
明確化を推進する。 
 

 



 

 

３）地域における総合的な老朽化対策、事前防災・減災対策の集中的

支援（防災・安全交付金） 

 

○地域における総合的な老朽化対策、事前防災・減災対策の集中的支援

（防災・安全交付金） 

[10,460 億円（皆増）］ 
 
地方公共団体が実施する国民の命と暮らしを守るインフラ再構築、生活空間の

安全確保に資する事業に特化した防災・安全交付金により、地震・津波や頻発す
る風水害・土砂災害に対する事前防災・減災対策、老朽化した社会資本等の総点
検の実施、長寿命化等戦略的維持管理・更新の実施、公共施設の耐震化等の安全
性強化、密集市街地等の防災性の向上、天井などの非構造部材まで含めた住宅・
建築物の耐震化、既設エレベーターの安全確保、防災公園の整備等について、総
合的に支援を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ⅱ．成長による富の創出 
 

民間活力を活用しつつ、成長力を支える基盤整備に取り組むとともに、

厳しいエネルギー制約に対応した低炭素社会の創設に資する施策やグロ

ーバル経済の成長力を取り込む施策を推進する。 

 

（１）エネルギー対策の推進 

①まちづくり・交通分野におけるエネルギー・環境問題への対応 

 

○住宅・建築物及びまちづくりの環境対策の推進 

[178 億円（1.00）］ 

  
・自立エネルギー型都市づくりの推進を図るため、都市開発と一体的に融通（建
物間のエネルギー融通）、省エネ（建築物の環境性能向上）及び創エネ（未利用・
再生可能エネルギーの導入）の取組を行う先導的な民間プロジェクト等に対し
て支援を行う。 

・住宅・建築物の省エネ化を推進するため、ゼロ・エネルギー住宅等の先導的な
取組や、省エネ性能をはじめとする既存ストックの総合的な質の向上を図る改
修に対して支援する。 

・住宅を含む建築物の設備システム、躯体構造の工夫、特殊建材の導入など各種
要素技術を総合して建築物の電力消費のピーク対策への効果を検証することに
より、ピーク対策のための電力依存度の評価技術及びそれを 適化するための
設計技術の開発を行う。 

 

  



 

 

○地域交通のグリーン化を通じた電気自動車の加速度的普及促進 

[3億円（1.31）］ 

  
ゼロエミッション自動車として環境性能が特に優れた電気自動車の普及を効果

的に加速し、低炭素まちづくりや地域・交通事業のグリーン化を推進する観点か
ら、地域や自動車運送事業者による電気自動車（バス、タクシー及びトラック）
の集中的導入等であって他の地域や事業者による導入を誘発・促進するような先
駆的な取組について重点的な支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○超小型モビリティの導入促進 

[2億円（皆増）］ 

  
交通の省エネルギー化に資するとともに、高齢者を含むあらゆる世代に新たな

地域の手軽な足を提供し、生活・移動の質の向上をもたらす超小型モビリティの
普及に向け、成功事例の創出等を行うため、地方公共団体等によるまちづくり等
と一体となった先導導入や試行導入の優れた取組を重点的に支援する。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

②海洋資源開発の推進 
 

○海洋産業の戦略的育成 

[12 億円（皆増）］ 

 
海洋開発分野における我が国産業界のビジネス拡大を図り、海洋産業の国際競

争力を強化するため、浮体式天然ガス生産貯蔵積出設備（ＦＬＮＧ）技術及び次
世代海洋環境技術の開発を支援するとともに、洋上ロジスティックハブやＦＬＮ
Ｇの安全性評価要件策定のための調査研究を行う。 

 

 

○海洋権益確保のための低潮線の保全及び遠隔離島における活動拠点整備 

[108 億円（1.00）］ 

 
・排他的経済水域及び海洋資源の開発・保全を図る観点から、排他的経済水域の
根拠となる沖ノ鳥島等の低潮線の保全を図る。 

・新エネルギー開発の要となる海洋資源の開発・利用や海洋調査等が、本土から
遠く離れた海域においても安全かつ安定的に行われるよう、遠隔離島（南鳥島、
沖ノ鳥島）において輸送や補給等が可能な活動拠点を整備する。 

 

 

○海洋調査の推進 

[18 億円（1.13）］ 

 
海洋権益の保全に資するため、データの不足している海域について自律型潜水

調査機器（ＡＵＶ）等による海洋調査等を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（２）成長力強化 

①基幹的交通インフラ等の整備推進 
 

○物流ネットワークなど基幹ネットワークの整備 

[3,539 億円（1.00）］ 

○社  
我が国の国際競争力や地域の経済・産業の強化を図るため、大都市圏環状道路

をはじめとする高規格幹線道路等のネットワーク整備、国際海上コンテナ積載車
両等の通行支障区間の解消、高速道路等と拠点空港・港湾・鉄道駅との直結を含
むアクセス整備を推進する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

○首都圏空港等の強化 

[124 億円（1.05）］ 

  
・首都圏の都市間競争力アップにつながる羽田･成田両空港の強化、徹底したオー

プンスカイの推進、ローコストキャリア（ＬＣＣ）やビジネスジェット等によ
り創出される新たな航空需要への対応強化を図るため、首都圏空港の容量拡大
に必要な事業を実施する。 

・羽田空港においては、２４時間国際拠点空港化を進めるため、平成２５年度中
の国際線９万回への増枠に必要な国際線地区の拡充及び発着容量４４．７万回
への増枠に必要なエプロンの整備や深夜早朝時間帯の長距離国際線の輸送能力
増強に必要なＣ滑走路延伸事業等を重点的に推進する。 

・成田空港においては、平成２２年１０月の地元合意を踏まえた３０万回への増
枠（ 短で平成２６年度中）を実現するため、ピーク時間帯の処理能力拡大に
必要となる同時平行離着陸方式の効率的な運用に必要な監視装置の整備等を実
施する。 

・国際戦略総合特区に指定された東京都心と羽田・成田両空港を結ぶ鉄道アクセ
スを改善するとともに、依然として高い東京圏の通勤混雑緩和を図るため、地
元地方公共団体等と共同で都心と郊外・国際空港とを直結する「都心－空港・
郊外直結鉄道」プロジェクトの検討を進める。 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

○国際コンテナ戦略港湾の機能強化 

[400 億円（1.12）］ 

  
国際コンテナ戦略港湾（阪神港、京浜港）において、我が国と北米・欧州等を

直接結ぶ国際基幹航路を維持・拡大するため、両港のハブ機能の強化に向けたコ
ンテナターミナル等のインフラ整備や、両港への貨物集約、港湾運営の民営化等
のハード・ソフト一体となった総合的な施策を集中して実施し、その機能強化を
図る。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

○整備新幹線の着実な整備 

[706 億円（1.00）］ 

  
我が国の基幹的な高速輸送体系を形成する整備新幹線について、着実に整備を

進める。 
 
 

②戦略的な大都市等の再生 
 

○国際競争力強化に向けた都市基盤整備の促進 

[83 億円（1.20）］ 

  
・市街地の整備により大都市の国際競争力の強化を図ることが特に有効な地域に
おいて、地域の拠点や基盤となる都市拠点インフラの整備を重点的かつ集中的
に支援することにより、交通利便性や業務機能集積が高く、国際的ビジネスの
拠点となる地域を形成する。 

・特定都市再生緊急整備地域を核とする大都市圏における国際港湾周辺等の国際
物流の結節地域において、国際競争力強化に貢献し、防災機能の向上や都市環
境改善に資する大規模流通業務拠点の整備・再整備を推進する。 

 
 



 

 

③民間投資誘発の取組 

 
○ＰＰＰ／ＰＦＩの推進 

【再掲】[6億円（1.00）］ 

  
・ＰＰＰ／ＰＦＩに係る運用上の課題等の調査、先導的なＰＰＰ／ＰＦＩの案件
形成等に係る支援を行い、ＰＰＰ／ＰＦＩによる民間の資金や知恵を活用した
インフラ整備等を推進する。 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

④住宅・不動産市場の活性化 
 

○中古住宅流通、リフォームの促進 

[15 億円（2.26）］ 

  
・中古住宅流通・リフォーム市場の活性化を図るため、消費者の相談体制の整備、
リフォームの主な担い手である中小工務店の信頼性や技術力の向上等に資する
取組に対して支援する。 

・不動産流通市場の活性化を図るため、不動産事業者のコンサルティング機能の
向上、新たな建物評価手法の構築・普及、不動産情報ストックの充実等を推進
する。 

・空き家の活用・適正管理等に関する既存住宅市場環境の整備を推進するための
体制整備、郊外型住宅団地における空き家等の活用に向けた取組に対して支援
する。 

 
 

○不動産投資環境の整備 

[1億円（5.15）］ 

 
・不動産投資・流通市場の活性化、不動産価格のマクロ経済への影響の適切な把
握等のため、国際指針に基づき、速報性・精度に優れた不動産価格指数を整備
する。 

・老朽・低未利用不動産の再生等への民間投資を促進するため、活用可能な事業
手法や実現に向けた課題に関するケーススタディ等を行い、不動産の再生等を
通じた地域活性化を支援する。 

 

⑤観光立国戦略 

○訪日外国人旅行者の誘致の促進 

[79 億円（1.16）］ 

  
１０周年を迎えた訪日旅行促進事業について、訪日個人旅行の促進、国際会議

等のＭＩＣＥ誘致・開催の推進、送客元の多様化により、リスクに強い外客構造
への転換を図るとともに、関係省庁、地方自治体、民間企業と連携したオールジャ
パンによる訪日促進や訪日ブランドの強化等により、安定的で着実な訪日外国人
旅行者数の増加に取り組む。 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

⑥世界における日本のプレゼンスの強化 
 

○海外インフラプロジェクトの推進、建設業の海外展開の促進 

[17 億円（1.09）］ 

  
・鉄道システム、道路や水インフラ、港湾関連産業、船舶・海洋施設、環境共生
型都市開発等の積極的な海外展開を図るため、東日本大震災で発揮された我が
国の優れた防災・減災技術も活用しつつ、プロジェクト構想段階から受注・実
施段階に至るまで、官民連携による総合的・戦略的な支援・推進体制を整備し、
具体的案件の受注を目指して、政治のリーダーシップによるトップセールス等
の展開や、プロジェクト構想段階からの案件形成・コンソーシアム形成等に対
して支援を行う。 

・プロジェクトの企画・構想といった川上段階から我が国の優れた技術・システ
ムや基準が組み込まれるよう、国際標準化等の推進や相手国のスタンダード獲
得など、ソフトインフラの積極展開に向けた取組の強化を図るとともに、相手
国のニーズを適確に踏まえた案件発掘・形成の取組を強化する。 

・民間がこれまでに培ってきた優れたインフラ関連システムや建設技能者をはじ
めインフラを支える人材育成等の取組についてモデルケースとしてパッケージ
化した上で、政府においても、相手国の制度や運用との整合性の観点から、相
手国政府への働きかけや環境整備を行う。 

・世界における水防災対策の推進及び我が国の水防災技術の海外展開に資する環
境整備等に寄与するため、国連「水と災害フォーラム（仮）」における水防災に
係る国際目標・指標等の策定に関する活動を推進する。 

・世界的に優位性を有する我が国の下水道技術の海外展開を促進するために、「政
策と技術のパッケージによるプロジェクト形成」、「下水道システムの戦略的な
国際標準化の推進」等を図る。 

・ＩＴＳ、道路維持管理システムをはじめ、我が国の道路関連システムの海外展
開を促進するため、海外におけるモデルプロジェクトを実施し、相手国の本邦
技術に対する理解の醸成等を図る。 

・我が国建設業の海外展開を促進するため、進出先国の市場動向等の有益な情報
を提供するデータベースの構築、相談窓口の設置・セミナーの開催、海外地域
別の市場戦略の構築等を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

⑦成長力強化のための社会資本の総合的整備（社会資本整備総合交付金） 

 
○成長力強化のための社会資本の総合的整備（社会資本整備総合交付金） 

[9,031 億円※（0.63）］ 

※防災・安全交付金の創設により再編 

  
 インフラ整備やまちづくりを通じた民間投資の喚起による日本経済再生を図る
観点から、社会資本整備総合交付金により、ＩＣアクセス道路等基幹的交通イン
フラの整備等民間投資を喚起し、地域の経済活動を支える基盤の構築等に対して、
総合的に支援を実施する。 
 

  



 

 

Ⅲ．暮らしの安心・地域活性化 
 

国民の暮らしと命を守るため、生活空間の安全確保や質の向上を図り、

暮らしの安心を確保するとともに、地域がそれぞれの特色を発揮させる

取組や地域を支える産業の活性化策を推進することにより、地域経済の

再生を実現する。 

 
（１）生活空間の安全確保・質の向上 

 

○高速ツアーバス事故を受けた安全対策の強化 
[13 億円（1.31）］ 

 
・安全・安心な自動車社会を構築するため、自動車運送事業者等に対する監査体
制を強化する。 

・過労運転防止のための運行管理の高度化や先進安全自動車（ＡＳＶ）の導入な
ど、自動車運送事業者が行う安全対策強化の取組に対する支援の拡充を図る。 

・公共交通の一層の安全を確保するため、安全規制の検証システムを構築すると
ともに、運輸安全マネジメント制度を充実・強化する。 

・公共交通における事故発生時の被害者等支援のための関係機関との連携強化等
の施策を進める。 

・旅行会社における安全管理のあり方等に関する調査・検討を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

○安全と安心のためのホームドアの充実 
[16 億円（1.10）］ 

 
近年増加傾向にある鉄道駅ホームにおける旅客の接触転落事故等に対応するた

め、ホームドアの設置を促進するとともに、ホームドア設置促進を図るための課
題に対応した新しいタイプのホームドアの開発など、鉄道の安全性等に資する技
術開発を推進する。（このほか、Ⅲ．（２）①「○公共交通の確保・充実」を通じ
てホームドア設置を支援） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

○地域における総合的な生活空間の安全確保に対する集中的支援 

（防災・安全交付金） 

【再掲】 [10,460 億円（皆増）］ 

 

   地方公共団体が実施する国民の命と暮らしを守るインフラ再構築、生活空間の安
全確保に資する事業に特化した防災・安全交付金により、通学路対策・無電柱化等
について、総合的に支援を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（２）地域の特色を生かした地域活性化 

①公共交通の活性化など地域経済・産業の活力向上に資する取組の推進 

 
○公共交通の確保・充実 

[306 億円（1.00）］ 

  
生活交通の存続が危機に瀕している地域等において、地域の特性・実情に 適

な移動手段が提供され、また、バリアフリー化やより制約の少ないシステムの導
入等移動に当たっての様々な障害（バリア）の解消等がされるよう、地域公共交
通の確保・維持・改善に向けた地域の関係者の取組を支援する（地域協働による
取組等の支援を一部充実）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○鉄道による地域活性化 

[230 億円※（0.83）］ 

※H24 補正前倒しを加え 317 億円（1.15） 

  
・公共交通の利用促進を通じた、都市・地域構造の低炭素化及び都市の発展、競
争力の強化を図るため、既存の都市鉄道ネットワークを有効活用しながら、投
資効果の高い大都市圏における連絡線の整備や相互直通化、鉄道駅を中心とし
た交通ターミナル機能の向上等を推進する。 

・新幹線と在来線の直通運転を実現し、新幹線の高速化効果を他の地域にもたら
すことが可能な軌間可変電車（フリーゲージトレイン）について、実用化に向
けた技術開発の促進を図るため、新幹線、軌間変換、在来線を繰り返し走行す
る３モード耐久走行試験を実施するための新幹線と在来線の接続装置の設置等
を行う。 

・鉄道の機能拡充・活性化を図るため、整備新幹線開業に合わせた新幹線乗換駅
の新設等を支援するとともに、幹線鉄道の高度化・利便性向上に向けた検討等
を行う。 

 



 

 

 
○空港の処理能力向上 

[130 億円（皆増）］ 

  
発着回数の増加に伴い処理能力の限界に近づきつつある那覇空港において、滑

走路増設事業に新規着手することとし、環境影響評価法に基づく手続等が完了し
た後に、現地工事を開始する（平成２６年度以降については、予算編成過程にお
いて関係省庁間で可能な選択肢を幅広く検討し、所要の財源を確保）。 

 
 
 
○観光を核とした地域の再生・活性化 

[4 億円（1.45）］ 

  
・国内外から選好される国際競争力の高い魅力ある観光地域づくりを促進するた
め、地域の取組段階に応じ、地域独自の「ブランド」の確立を通じた日本の顔
となる観光地域の創出に向けた取組の支援等を行う。 

・観光地域づくりに関する客観的な評価体系を構築し、恒常的な評価を実施し、
また、地方公共団体、民間事業者、観光関係者等などの関係者の連携による観
光振興策の検討・実証事業等を行う。 

 
 

○観光産業の再生・活性化 

[2億円（1.03）］ 

  
・地域の観光産業の中核を担う宿泊産業について再生のための仕組みの構築を図
るとともに、観光地域づくりに関する課題解決方策について、専門家を交えた
検討・試行的実施を行う。 

・ユニバーサルツーリズムの普及・促進を図るとともに、ニューツーリズムの裾
野を拡大し、旅行需要の創出につなげる。 

  



 

 

②地方都市のリノベーション・コンパクトシティの推進 
 

○高齢者、子育て世帯が安心して生活できる環境の整備 

[370 億円（1.04）］ 
                                                                        ○社 

・高齢化の著しい大都市周辺部において、居住機能の集約化とあわせた子育て支
援施設や福祉施設等の整備を進め、大規模団地等の地域居住機能を再生する取
組を支援する。 

・地方都市都心部の再活性化を図るため、都心部の老朽再開発ビル等の建設ストッ
クを、地域の実情に即したニーズに対応できるよう、社会福祉施設や医療施設、
住宅、商業といった都市機能の受け皿として再生させる取組を支援する。 

・サービス付き高齢者向け住宅の供給促進のため、建設・改修費に対して、民間
事業者・医療法人・社会福祉法人等を支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜地域居住機能の再生のイメージ＞ 



 

 

 

○地域の生活に必要な都市機能を確保するまちづくり 

[5億円（皆増）］ 

  
都市の生活圏の再構築・コンパクトシティの形成を図るため、地域の生活に必

要な都市機能（医療・福祉、商業等）の整備を支援する既存制度に加えて、これ
ら機能の中心的な拠点への移転等を促進する支援制度を創設する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③離島の特色を生かした地域活性化 
 

○離島の特色を生かした地域活性化 

[13 億円（2.50）］ 

 
平成２５年度から全面施行される改正離島振興法を踏まえ、離島における地域

活性化を推進し、定住の促進を図るため、離島活性化交付金を新たに創設し、海
上輸送費の軽減等戦略産業の育成による雇用拡大等の定住促進、観光の推進等に
よる交流の拡大促進、安全・安心な定住条件の整備強化等の取組を支援する。併
せて、離島の流通効率化に効果のある施設の整備等に対しても支援を行い、離島
の活性化を図るための離島活性化事業を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

④地域の生活・経済機能の強化 

 

○豪雪地域や集落地域の元気回復 

[4億円（1.03）］ 

 
・   高齢化が進む豪雪地域における雪処理の担い手を確保・育成するため、効率的・

効果的な地域除排雪体制の整備等を推進するとともに、雪冷熱エネルギー活用
の普及を図る。 

・集落地域における持続可能な地域づくりを推進するため、生活サービス機能を
集約した「小さな拠点」の形成に関するノウハウの全国的な蓄積・普及を図る
とともに、活動の拠点となる施設の整備に必要な支援を行う。 

 

 

○広域的地域間共助の推進 
[1億円（皆増）］ 

 
大規模災害発生時における地域間の効果的な相互扶助の発揮や、地域資源を有

効に活用した多様な主体による地域づくりの実現等暮らしの安心・地域活性化を
実現するため、広域的に地域が相互に連携し、補完し合う新たな共助（「広域的地
域間共助」）の形成を推進する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

⑤地域の経済・社会を支える社会資本の総合的整備（社会資本整備総

合交付金） 

 
○地域の経済・社会を支える社会資本の総合的整備（社会資本整備総合交付金）      

【再掲】[9,031 億円※（0.63）］ 

※防災・安全交付金の創設により再編 

 
インフラ整備やまちづくりを通じた民間投資の喚起による地域活性化を図る

観点から、社会資本整備総合交付金により、地方都市の中心拠点・生活拠点の形
成、交通結節点機能の強化、都市のみどりやオープンスペースの確保による地域
の魅力アップ等を図る民間投資喚起・地域活性化につながる事業に対して、総合
的に支援を実施する。 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

（３）我が国領土・領海の堅守 
 

○海上保安体制の強化 

[364 億円（1.38）］ 
 

・領海警備体制を強化するため、１，０００トン型巡視船、３０メートル型巡視
艇等の巡視船艇やヘリコプターを整備するとともに、巡視船艇運航経費を確保
し、長距離音響発生装置、個人装備等の警備資器材を整備する。 

・遠方海域・重大事案等への対応体制を強化するため、しきしま級巡視船及び搭
載ヘリコプターを着実に整備する。 

・海上保安庁が保有する領海警備情報や犯罪捜査情報等の機密性が高い情報の管
理を強化するため、業務に常用する情報システムをクローズ系システムとして
整備する。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


